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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と、前記基材上にプライマー層と、前記プライマー層上に防曇性及び防汚性の少な
くともいずれかの機能を有する機能層とを有する積層体であって、
　前記積層体の端部の前記機能層側の表面が、前記端部の端辺に沿った頂辺部を有する凸
部を有し、
　前記端辺の方向、及び前記表面の面方向に直交する断面において、前記凸部の高さが１
０μｍ以下であり、前記凸部の幅が１５ｍｍ以下であり、かつ前記端辺と前記頂辺部との
間の長さが５．０ｍｍ以下であり、
　前記プライマー層が、第１の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の硬化物であり、
　前記機能層が、撥水性分子構造を有する撥水性モノマーを含有する第２の活性エネルギ
ー線硬化性樹脂組成物の硬化物であり、
　前記第１の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物が、シリコーン系界面活性剤及びフッ素
系界面活性剤の少なくともいずれかである界面活性剤を含有することを特徴とする積層体
。
【請求項２】
　前記凸部の高さが、１μｍ～１０μｍである請求項１に記載の積層体。
【請求項３】
　前記機能層の表面の純水接触角が、８０°以上であり、かつヘキサデカン接触角が、３
５°以上である請求項１から２のいずれかに記載の積層体。
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【請求項４】
　前記プライマー層の平均厚みが、０．５μｍ～５μｍである請求項１から３のいずれか
に記載の積層体。
【請求項５】
　前記機能層の平均厚みが、１０μｍ以上である請求項１から４のいずれかに記載の積層
体。
【請求項６】
　前記機能層の動摩擦係数が、０．４０以下である請求項１から５のいずれかに記載の積
層体。
【請求項７】
　前記界面活性剤が、（メタ）アクリロイル基を有する請求項１から６のいずれかに記載
の積層体。
【請求項８】
　前記第１の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物における前記界面活性剤の含有量が、前
記第１の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の不揮発分に対して、０．０００１質量％～
５．０質量％である請求項１から７のいずれかに記載の積層体。
【請求項９】
　請求項１から８のいずれかに記載の積層体を表面に有することを特徴とする物品。
【請求項１０】
　鏡である請求項９に記載の物品。
【請求項１１】
　浴室用及び洗面台用の少なくともいずれかである請求項１０に記載の物品。
【請求項１２】
　鏡表面からその法線方向に１ｍ離れた位置に目開き１ｃｍの金網を持って立ち、映った
金網の像を目視で評価した際に、前記金網の像にゆがみが生じない請求項１０から１１の
いずれかに記載の物品。
【請求項１３】
　請求項１から８のいずれかに記載の積層体の前記プライマー層の形成に使用される活性
エネルギー線硬化性樹脂組成物であって、
　シリコーン系界面活性剤及びフッ素系界面活性剤の少なくともいずれかである界面活性
剤を含有することを特徴とする活性エネルギー線硬化性樹脂組成物。
【請求項１４】
　前記界面活性剤が、（メタ）アクリロイル基を有する請求項１３に記載の活性エネルギ
ー線硬化性樹脂組成物。
【請求項１５】
　前記界面活性剤の含有量が、前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の不揮発分に対し
て、０．０００１質量％～５．０質量％である請求項１３から１４のいずれかに記載の活
性エネルギー線硬化性樹脂組成物。
【請求項１６】
　請求項１から８のいずれかに記載の積層体の製造方法であって、
　シリコーン系界面活性剤及びフッ素系界面活性剤の少なくともいずれかである界面活性
剤を含有する第１の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を、前記基材上に塗布し、硬化し
て、前記プライマー層を形成するプライマー層形成工程を含むことを特徴とする積層体の
製造方法。
【請求項１７】
　前記界面活性剤が、（メタ）アクリロイル基を有する請求項１６に記載の積層体の製造
方法。
【請求項１８】
　前記第１の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物における前記界面活性剤の含有量が、前
記第１の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の不揮発分に対して、０．０００１質量％～
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５．０質量％である請求項１６から１７のいずれかに記載の積層体の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建築用途、産業用途、自動車用途、光学用途、太陽電池パネルなどの広範囲
に使用できる、防曇性及び防汚性の少なくともいずれかを備える積層体、及びその製造方
法、前記積層体を用いた物品、並びに前記積層体のプライマー層の形成に適用可能な活性
エネルギー線硬化性樹脂組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　種々の物品には、その表面を装飾及び保護するために、その表面に樹脂フィルム、ガラ
スなどが貼り付けられている。
　しかし、物品の表面を装飾及び保護する樹脂フィルム、ガラスなどが曇ることにより物
品の視認性及び美観が低下することがある。
　そのため、そのような物品の視認性及び美観の低下を防ぐために、前記樹脂フィルム及
びガラスには、防曇処理又は防汚処理が施されている。
【０００３】
　例えば、防曇性及び防汚性を備え、特定の組成を有する電子線硬化型ハードコートシー
トが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
　また、例えば、防曇層を備える防曇積層体が提案されている（例えば、特許文献２参照
）。
【０００４】
　これらの積層体の製造方法は、一般的に、基材上に、防曇性又は防汚性を有する樹脂組
成物を塗布した後に、硬化して、防曇性又は防汚性を有する機能層を形成することで、積
層体を得る方法である。その際、基材と前記機能層との密着性を向上させるために前記基
材と前記機能層との間にプライマー層が形成されることがある。その場合、積層体の端部
において、前記積層体の透過像又は反射像がゆがみ、それらの像の視認性が低下するとい
う問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第３７６０６６９号公報
【特許文献２】特開２０１７－８１１４８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、従来における前記諸問題を解決し、以下の目的を達成することを課題とする
。即ち、本発明は、防曇性及び防汚性の少なくともいずれかを有し、プライマー層が設け
られた積層体において、端部の視認性にも優れる積層体、及びその製造方法、前記積層体
を用いた物品、並びに、前記積層体の前記プライマー層の形成に適用可能な活性エネルギ
ー線硬化性樹脂組成物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するための手段としては、以下の通りである。即ち、
　＜１＞　基材と、前記基材上にプライマー層と、前記プライマー層上に防曇性及び防汚
性の少なくともいずれかの機能を有する機能層とを有する積層体であって、
　前記積層体の端部の前記機能層側の表面が、前記端部の端辺に沿った頂辺部を有する凸
部を有し、
　前記端辺の方向、及び前記表面の面方向に直交する断面において、前記凸部の高さが１
０μｍ以下であり、前記凸部の幅が１５ｍｍ以下であり、かつ前記端辺と前記頂辺部との
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間の長さが５．０ｍｍ以下であることを特徴とする積層体である。
　＜２＞　前記凸部の高さが、１μｍ～１０μｍである前記＜１＞に記載の積層体である
。
　＜３＞　前記機能層の表面の純水接触角が、８０°以上であり、かつヘキサデカン接触
角が、３５°以上である前記＜１＞から＜２＞のいずれかに記載の積層体である。
　＜４＞　前記プライマー層の平均厚みが、０．５μｍ～５μｍである前記＜１＞から＜
３＞のいずれかに記載の積層体である。
　＜５＞　前記機能層の平均厚みが、１０μｍ以上である前記＜１＞から＜４＞のいずれ
かに記載の積層体である。
　＜６＞　前記機能層の動摩擦係数が、０．４０以下である前記＜１＞から＜５＞のいず
れかに記載の積層体である。
　＜７＞　前記プライマー層が、活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の硬化物であり、
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物が、界面活性剤を含有する前記＜１＞から＜６
＞のいずれかに記載の積層体である。
　＜８＞　前記界面活性剤が、シリコーン系界面活性剤及びフッ素系界面活性剤の少なく
ともいずれかである前記＜７＞に記載の積層体である。
　＜９＞　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物における前記界面活性剤の含有量が、
前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の不揮発分に対して、０．０００１質量％～５．
０質量％である前記＜７＞から＜８＞のいずれかに記載の積層体である。
　＜１０＞　前記＜１＞から＜９＞のいずれかに記載の積層体を表面に有することを特徴
とする物品である。
　＜１１＞　鏡である前記＜１０＞に記載の物品である。
　＜１２＞　浴室用及び洗面台用の少なくともいずれかである前記＜１１＞に記載の物品
である。
　＜１３＞　鏡表面からその法線方向に１ｍ離れた位置に目開き１ｃｍの金網を持って立
ち、映った金網の像を目視で評価した際に、前記金網の像にゆがみが生じない前記＜１１
＞から＜１２＞のいずれかに記載の物品である。
　＜１４＞　前記＜１＞から＜６＞のいずれかに記載の積層体の前記プライマー層の形成
に使用される活性エネルギー線硬化性樹脂組成物であって、
　界面活性剤を含有することを特徴とする活性エネルギー線硬化性樹脂組成物である。
　＜１５＞　前記界面活性剤が、シリコーン系界面活性剤及びフッ素系界面活性剤の少な
くともいずれかである前記＜１４＞に記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物である。
　＜１６＞　前記界面活性剤の含有量が、前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の不揮
発分に対して、０．０００１質量％～５．０質量％である前記＜１４＞から＜１５＞のい
ずれかに記載の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物である。
　＜１７＞　前記＜１＞から＜６＞のいずれかに記載の積層体の製造方法であって、
　界面活性剤を含有する活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を、前記基材上に塗布し、硬
化して、前記プライマー層を形成するプライマー層形成工程を含むことを特徴とする積層
体の製造方法である。
　＜１８＞　前記界面活性剤が、シリコーン系界面活性剤及びフッ素系界面活性剤の少な
くともいずれかである前記＜１７＞に記載の積層体の製造方法である。
　＜１９＞　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物における前記界面活性剤の含有量が
、前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の不揮発分に対して、０．０００１質量％～５
．０質量％である前記＜１７＞から＜１８＞のいずれかに記載の積層体の製造方法である
。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、従来における前記諸問題を解決し、前記目的を達成することができ、
防曇性及び防汚性の少なくともいずれかを有し、プライマー層が設けられた積層体におい
て、端部の視認性にも優れる積層体、及びその製造方法、前記積層体を用いた物品、並び
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に、前記積層体の前記プライマー層の形成に適用可能な活性エネルギー線硬化性樹脂組成
物を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、積層体の断面プロファイルの一例の模式図である。
【図２】図２は、本発明の積層体の一例の概略断面図である。
【図３】図３は、本発明の物品の一例の概略断面図である。
【図４Ａ】図４Ａは、蒸気による曇り性試験の方法を説明するための模式図である。
【図４Ｂ】図４Ｂは、蒸気による曇り性試験の方法を説明するための模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
（積層体）
　本発明の積層体は、基材と、プライマー層と、機能層とを少なくとも有し、更に必要に
応じて、その他の部材を有する。
【００１１】
　基材の表面に防曇性、防汚性などの機能を有する機能層を塗布法により形成した場合、
端部で像がゆがみ、視認性が低下する。視認性の低下は、前記機能層の平均厚みが厚いほ
ど（例えば、平均厚みが１０μｍ以上であると）顕著になる。
　本発明者らは、係る問題点を解決するために鋭意検討した。そして、本発明者らは、視
認性が低下する原因が、端部に形成された凸部であることを確認した。更に、本発明者ら
は、前記機能層を塗布法により形成した際に、前記基材の端部に塗布された塗料が表面張
力で盛り上がり、端部に凸部が形成されることを確認した。
　そして、本発明者らは、更に鋭意検討を重ね、プライマー層を形成する際の組成物に、
界面活性剤を含有させることで、端部の凸部の形成を抑制できることを見出し、本発明の
完成に至った。
【００１２】
＜積層体の特徴＞
　前記積層体は、以下の特徴を兼ね備える。
　前記プライマー層と、前記機能層とを有する。
　前記積層体の端部の前記機能層側の表面は、前記端部の端辺に沿った頂辺部を有する凸
部を有する。
　前記端辺の方向、及び前記表面の面方向に直交する断面において、前記凸部の高さが１
０μｍ以下であり、前記凸部の幅が１５ｍｍ以下であり、かつ前記端辺と前記頂辺部との
間の長さが５．０ｍｍ以下である。
　ここで、「端部」とは、端辺を含む、端辺とその近傍の領域を意味する。
【００１３】
　ここで、前記断面における各長さは、例えば、前記積層体の断面プロファイルを測定す
ることにより、求めることができる。
　ここで、断面プロファイルの一例の模式図を図１に示す。
　図１は、断面プロファイルの一例の模式図である。
　図１は、積層体における端辺の方向、及び機能層側の表面の面方向に直交する断面のプ
ロファイルの模式図である。凸部を有する実線（ｆ）は、機能層の表面を表す。符号（ｔ
）は山の頂点（頂辺部）を示し、符号（ａ）は端辺を示し、符号（ｈ）は山の高さを示し
、符号（ｗ）は山の幅を示し、符号（ｌ）は端辺（ａ）と山の頂点（ｔ）との間の水平距
離（端辺と頂辺部との間の長さ）を示す。
　山の高さ（ｈ）は、頂辺部（ｔ）から機能層側の表面の水平面（ｆ１）の延長線（ｉ）
までの距離である。
　凸部の幅（ｗ）は、凸部における前記表面の中央部側の裾点（ｆ２）から、端辺（ａ）
及び前記機能層側の表面と直交する線（ｉｉ）までの距離である。
　水平距離は（ｌ）は、前記線（ｉｉ）と、頂辺部（ｔ）から延長線（ｉ）に引いた垂線
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（ｉｉｉ）との距離である。
【００１４】
　本発明において、端部の凸部は、高さが小さければそれだけで良いというわけではない
。加えて、凸部の幅が短いことが必要である。即ち、高さが低くても凸部の幅が大きい凸
部、言い換えればなだらかに幅広な凸部では、視認性が劣る。また、凸部の頂点の位置も
重要であり、端辺から離れすぎると、たとえ高さが小さくかつ幅狭であっても、視認性が
劣る。
　そのため、視認性が良好になる条件として、以下の（１）～（３）の全てが必要となる
。
　（１）凸部の高さ〔山の高さ（ｈ）〕が１０μｍ以下である。
　（２）凸部の幅（ｗ）が１５ｍｍ以下である。
　（３）端辺と頂辺部との間の長さ〔水平距離（ｌ）〕が５．０ｍｍ以下である。
　凸部の高さが１０μｍを超えると屈折により像のゆがみが強く視認されてしまう。その
ため、凸部の幅、及び端辺と頂辺部との間の長さが上記（２）、及び（３）をそれぞれ満
たしても、凸部の高さが上記（１）を満たさないと、視認性の劣化を抑えられない。
　端辺と頂辺部との間の長さは視認される像のゆがみの幅（＝端辺から像のゆがみがなく
なるまでの中心方向への長さ）と相関がある。凸部の高さが上記（１）を満たすと屈折の
程度はそれほど強くなく像のゆがみもそれほど強くない。しかし、端辺と頂辺部との間の
長さが５．０ｍｍを超えると、ゆがんだ領域として視認されてしまう。
　凸部の幅が１５ｍｍを超えると、視認される像のゆがみの幅（＝端辺から像のゆがみが
なくなるまでの中心方向への長さ）が大きくなる。そのため、凸部の高さ、及び端辺と頂
辺部との間の長さが上記（１）、及び（３）をそれぞれ満たしても、凸部の幅が上記（２
）を満たさないと屈折の程度はそれほど強くなく像のゆがみもそれほど強くないもののゆ
がんだ領域として視認されてしまう。
【００１５】
＜＜凸部の高さ＞＞
　前記凸部の高さは、１０μｍ以下であり、８．０μｍ以下が好ましく、７．０μｍ以下
がより好ましく、５．５μｍ以下が特に好ましい。前記凸部の高さの下限値は、特に制限
はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、前記凸部の高さは、１．０μｍ
以上であってもよいし、２．０μｍ以上であってもよいし、４．０μｍ以上であってもよ
い。
【００１６】
＜＜凸部の幅＞＞
　前記凸部の幅は、１５ｍｍ以下であり、１４ｍｍ以下が好ましく、１０ｍｍ以下がより
好ましく、６．０ｍｍ以下が特に好ましい。前記凸部の幅の下限値としては、特に制限は
なく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、前記凸部の幅は、１．０ｍｍ以上
であってもよいし、３．０ｍｍ以上であってもよいし、５．０ｍｍ以上であってもよい。
【００１７】
＜＜端辺と頂辺部との間の長さ＞＞
　前記長さ（端辺と頂辺との間の長さ）は、５．０ｍｍ以下であり、４．５ｍｍ以下が好
ましく、３．５ｍｍ以下がより好ましく、３．０ｍｍ以下が特に好ましい。前記長さの下
限値としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、前記長
さは、０．５ｍｍ以上であってもよいし、１．０ｍｍ以上であってもよいし、２．０ｍｍ
以上であってもよい。
【００１８】
　即ち、端部の視認性に優れる条件としては、前記凸部の高さは、５．５ｍｍ以下が特に
好ましく、前記凸部の幅は、６．０ｍｍ以下が特に好ましく、前記長さ（端辺と頂辺との
間の長さ）は、３．０ｍｍ以下が特に好ましい。
【００１９】
　積層体の断面プロファイルは、例えば、以下の方法で測定できる。
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　ＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ社製Ｓｔｙｌｕｓ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｆｉｌｏｍｅｔｅｒ
　Ｐ－１５を用い端部における表面の断面プロファイルを以下の測定条件で測定する。
〔測定条件〕
　・Ｘ　ｓｃａｎ　ｓｉｚｅ　＝　１０～１００ｍｍ
　・Ｓｃａｎ　Ｓｐｅｅｄ　＝　２００μｍ／ｓｅｃ
　・Ｓａｍｐｌｉｎｇ　Ｒａｔｅ　＝　２００Ｈｚ
　・Ｍｕｌｔｉ－Ｓｃａｎ　Ａｖｅｒａｇｅ　＝　１
　・Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｆｏｒｃｅ　＝　２．００ｍｇ
　・Ｓｔｙｌｕｓ　Ｒａｄｉｕｓ　＝　２．００μｍ
【００２０】
＜基材＞
　前記基材としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、
樹脂製基材、無機製基材などが挙げられる。
【００２１】
＜＜無機製基材＞＞
　前記無機製基材としては、例えば、ガラス製基材、石英製基材、サファイア製基材など
が挙げられる。
【００２２】
　前記ガラス製基材としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、
例えば、ケイ酸ガラス（ケイ酸塩ガラス）、ソーダ石灰ガラス、カリガラスなどが挙げら
れる。
　また、前記ガラス製基材は、強化ガラス、合せガラス、耐熱ガラスなどであってもよい
。
　前記ガラス製基材は、自動車用の窓ガラス、建築用の窓ガラス、レンズ、鏡、ゴーグル
などいずれの用途に用いられるものであってもよい。
　前記ガラス製基材の形状は、通常、板状であるが、シート状、湾曲状等のどのような形
状であってもよい。
【００２３】
＜＜樹脂製基材＞＞
　前記樹脂製基材の材質としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することがで
き、例えば、トリアセチルセルロース（ＴＡＣ）、ポリエステル（ＴＰＥＥ）、ポリエチ
レンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、ポリイミド（Ｐ
Ｉ）、ポリアミド（ＰＡ）、アラミド、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリアクリレート、ポリ
エーテルスルフォン、ポリスルフォン、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリスチレン、ジアセ
チルセルロース、ポリ塩化ビニル、アクリル樹脂（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート（ＰＣ
）、エポキシ樹脂、尿素樹脂、ウレタン樹脂、メラミン樹脂、フェノール樹脂、アクリロ
ニトリル・ブタジエン・スチレン共重合体、シクロオレフィンポリマー（ＣＯＰ）、シク
ロオレフィンコポリマー（ＣＯＣ）、ＰＣ／ＰＭＭＡ積層体、ゴム添加ＰＭＭＡなどが挙
げられる。
【００２４】
　前記基材は、透明性を有することが好ましい。
【００２５】
　前記基材の形状としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが
、フィルム状であることが好ましい。
　前記基材がフィルム状の場合、前記基材の平均厚みとしては、特に制限はなく、目的に
応じて適宜選択することができるが、５μｍ～１，０００μｍが好ましく、５０μｍ～５
００μｍがより好ましい。
【００２６】
　前記基材の表面には、文字、模様、画像などが印刷されていてもよい。
【００２７】
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　前記基材の表面には、前記積層体を成形加工時、前記基材と成形材料との密着性を高め
るため、又は成形加工時の成形材料の流動圧から前記文字、前記模様、及び前記画像を保
護するために、バインダー層を設けてもよい。前記バインダー層の材質としては、アクリ
ル系、ウレタン系、ポリエステル系、ポリアミド系、エチレンブチルアルコール系、エチ
レン酢酸ビニル共重合体系等の各種バインダーの他、各種接着剤を用いることができる。
なお、前記バインダー層は２層以上設けてもよい。使用するバインダーは、成形材料に適
した感熱性、感圧性を有するものを選択できる。
【００２８】
　前記機能層側と反対側の前記基材の表面は、シワ模様を有していてもよい。そうするこ
とで、複数の前記積層体を重ねたときのブロッキングが防止され、後工程でのハンドリン
グ性が向上し、物品を効率よく製造できる。
　前記シワ模様は、例えば、シボ加工により形成できる。
　ここで、ブロッキングとは、複数のシートを重ねた際に、各シートの引き離しが困難に
なることをいう。
【００２９】
＜プライマー層＞
　前記機能層は、前記基材との密着性が十分ではないことがある。そこで、前記積層体に
おいては、前記基材と、前記機能層との間に、前記基材への前記機能層の密着性を向上さ
せるプライマー層が配されている。
【００３０】
　前記プライマー層は、薄いと密着性向上効果が不十分であることから、前記プライマー
層の平均厚みは、その点において、０．５μｍ以上が好ましい。
　更に、前記プライマー層の平均厚みとしては、０．５μｍ～２０μｍがより好ましく、
０．５μｍ～１０μｍが更により好ましく、０．５μｍ～５μｍが特に好ましい。
　前記プライマー層の平均厚みがより好ましい範囲内であることで、高温蒸気（例えば、
６０℃以上）、熱衝撃（例えば、－２０℃から８０℃への急激な変化）、アルカリ性洗剤
に曝されても、密着性が低下しにくく、前記機能層の剥離を防止できる。
【００３１】
　平均厚みは、以下の方法により求められる。
　プライマー層の厚みは、積層体の断面を、電界放出形走査電子顕微鏡Ｓ－４７００（商
品名；株式会社日立ハイテクノロジーズ製）で観察することで測定できる。任意の１０箇
所で測定し、その平均値を、平均厚みとする。なお、この場合、前記積層体の端部を除い
た箇所で測定する。
【００３２】
　前記プライマー層は、例えば、活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を塗布することによ
り形成できる。即ち、前記プライマー層は、例えば、活性エネルギー線硬化性樹脂組成物
が活性エネルギー線により硬化した硬化物である。
【００３３】
＜＜活性エネルギー線硬化性樹脂組成物＞＞
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物は、例えば、界面活性剤を含有し、更に必要に
応じて、ウレタン（メタ）アクリレート、光重合開始剤、溶剤などのその他の成分を含有
する。
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物が、前記界面活性剤を含有することで、得られ
るプライマー層の端部の凸部の高さ、凸部の幅、及び端辺と頂辺部との間の長さが小さく
抑えられる。その結果、前記プライマー層上に形成される前記機能層の端部の凸部の高さ
、凸部の幅、及び端辺と頂辺部との間の長さも小さくすることができる。
【００３４】
＜＜＜界面活性剤＞＞＞
　前記界面活性剤としては、例えば、シリコーン系界面活性剤、アクリル系界面活性剤、
カチオン系界面活性剤、アニオン系界面活性剤、ノニオン系界面活性剤、両性界面活性剤
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、フッ素系界面活性剤などが挙げられる。これらの中でも、表面張力を大幅に低下させる
ことができることから、シリコーン系界面活性剤が好ましい。
【００３５】
　前記シリコーン系界面活性剤としては、例えば、ポリエステル変性シリコーンやポリエ
ーテル変性シリコーン等の変性シリコーンを用いることができる。これらの中でも、表面
張力を大幅に低下させることができる点で、ポリエーテル変性シリコーンが好ましい。
【００３６】
　前記ポリエーテル変性シリコーンとしては、ポリエーテル変性ポリジメチルシロキサン
が好ましく用いられる。
　前記ポリエステル変性シリコーンとしては、ポリエステル変性ポリジメチルシロキサン
が好ましく用いられる。
【００３７】
　前記シリコーン系界面活性剤の市販品としては、例えば、ＢＹＫ－３４７、ＢＹＫ－３
４８、ＢＹＫ－ＵＶ３５００、ＢＹＫ－ＵＶ３５１０、ＢＹＫ－ＵＶ３５３０、ＢＹＫ－
ＵＶ３５７０（以上、ＢＹＫ社製商品名）、ＫＰ３２３（信越化学工業株式会社製商品名
）等が挙げられる。これらの中でも、前記機能層を形成する組成物（塗料）の濡れ広がり
性が一層優れたものとなるため、ＢＹＫ－ＵＶ３５００、ＢＹＫ－ＵＶ３５１０、ＫＰ３
２３が好ましい。
【００３８】
　前記フッ素系界面活性剤としては、例えば、パーフルオロアルキル基を有する構造のも
のが挙げられる。
　前記フッ素系界面活性剤の市販品としては、例えば、メガファックＦ－４７０、Ｆ－４
７１、Ｆ－４７２ＳＦ、Ｆ－４７４、Ｆ－４７５、Ｒ－３０、Ｆ－４７７、Ｆ－４７８、
Ｆ－４７９、ＢＬ－２０、Ｒ－６１、Ｒ－９０（以上、株式会社ＤＩＣ製商品名）、ＦＣ
－１７０Ｃ、ＦＣ－４４３０、ＦＣ－４４３２（以上、住友スリーエム株式会社製商品名
）などが挙げられる。
【００３９】
　前記界面活性剤は、（メタ）アクリロイル基を有していてもよいし、有していなくても
よい。
【００４０】
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物における前記界面活性剤の含有量としては、特
に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、前記活性エネルギー線硬化性
樹脂組成物の不揮発分に対して、０．０００１質量％～５．０質量％が好ましく、０．０
００１質量％～３．０質量％がより好ましく、０．００５質量％～１．０質量％が特に好
ましい。前記特に好ましい範囲内であると、密着性と、表面張力の低下とを高度に両立で
きる。
【００４１】
＜＜＜ウレタン（メタ）アクリレート＞＞＞
　前記ウレタン（メタ）アクリレートとしては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができ、例えば、脂肪族ウレタン（メタ）アクリレート、芳香族ウレタン（メタ
）アクリレートなどが挙げられる。これらの中でも、脂肪族ウレタン（メタ）アクリレー
トが好ましい。
【００４２】
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物における前記ウレタン（メタ）アクリレートの
含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、前記活性
エネルギー線硬化性樹脂組成物の不揮発分に対して、４０質量％～８０質量％が好ましく
、５０質量％～７５質量％がより好ましく、６０質量％～７０質量％が特に好ましい。
【００４３】
＜＜＜光重合開始剤＞＞＞
　前記光重合開始剤の具体例としては、例えば、後述する前記機能層の説明において例示
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する光重合開始剤の具体例が挙げられる。
【００４４】
＜＜＜溶剤＞＞＞
　前記溶剤の具体例としては、例えば、後述する前記機能層の説明において例示する溶剤
の具体例が挙げられる。
【００４５】
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物は、更に、アルキレンオキサイド構造を有する
（メタ）アクリレートを含有することが好ましい。前記アルキレンオキサイド構造を有す
る（メタ）アクリレートとしては、例えば、グリセリンアルコキシトリ（メタ）アクリレ
ート、ペンタエリスリトールアルコキシテトラ（メタ）アクリレート、イソシアヌル酸ア
ルコキシトリ（メタ）アクリレート、ビスフェノールＡアルコキシジ（メタ）アクリレー
ト、ポリアルキレングリコールジ（メタ）アクリレート、トリメチロールプロパンアルコ
キシトリ（メタ）アクリレートなどが挙げられる。前記アルキレンオキサイドとしては、
例えば、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイドなどが挙げられる。
【００４６】
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物における前記アルキレンオキサイド構造を有す
る（メタ）アクリレートの含有量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
ことができるが、前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の不揮発分に対して、１５質量
％～５０質量％が好ましく、２０質量％～４５質量％がより好ましく、２５質量％～３８
質量％が特に好ましい。
【００４７】
　前記塗布の方法としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、ワイヤーバーコーティング、ブレードコーティング、スピンコーティング、リバー
スロールコーティング、ダイコーティング、スプレーコーティング、ロールコーティング
、グラビアコーティング、マイクログラビアコーティング、リップコーティング、エアー
ナイフコーティング、カーテンコーティング、コンマコート法、ディッピング法などが挙
げられる。
【００４８】
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物は、活性エネルギー線が照射されることにより
硬化する。前記活性エネルギー線としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
ことができ、例えば、電子線、紫外線、赤外線、レーザー光線、可視光線、電離放射線（
Ｘ線、α線、β線、γ線等）、マイクロ波、高周波などが挙げられる。
【００４９】
＜機能層＞
　前記機能層は、防曇性及び防汚性の少なくともいずれかを有する。
【００５０】
＜＜純水接触角＞＞
　前記機能層の表面の純水接触角は、８０°以上が好ましく、９０°以上がより好ましく
、１００°以上が特に好ましい。前記純水接触角の上限値としては、特に制限はなく、目
的に応じて適宜選択することができ、前記純水接触角は、例えば、１３０°以下、１５０
°以下、１７０°以下などが挙げられる。
【００５１】
　前記純水接触角は、接触角計であるＰＣＡ－１（協和界面化学株式会社製）を用いて、
下記条件で測定する。蒸留水をプラスチックシリンジに入れて、その先端にステンレス製
の針を取り付けて評価面（機能層表面）に滴下する。
　水の滴下量：２μＬ
　測定温度：２５℃
　水を滴下して５秒経過後の接触角を、機能層表面の任意の１０か所で測定し、その平均
値を純水接触角とする。
【００５２】
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＜＜ヘキサデカン接触角＞＞
　前記機能層の表面のヘキサデカン接触角は、３５°以上が好ましく、４０°以上がより
好ましく、６０°以上が特に好ましい。前記ヘキサデカン接触角の上限値としては、特に
制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、前記純水接触角は、例えば、１００
°以下、１２０°以下、１５０°以下などが挙げられる。
【００５３】
　前記ヘキサデカン接触角は、接触角計であるＰＣＡ－１（協和界面化学株式会社製）を
用いて、下記条件で測定する。ヘキサデカンをプラスチックシリンジに入れて、その先端
にテフロンコートステンレス製の針を取り付けて評価面（機能層表面）に滴下する。
　ヘキサデカンの滴下量：１μＬ
　測定温度：２５℃
　ヘキサデカンを滴下して２０秒経過後の接触角を、機能層表面の任意の１０か所で測定
し、その平均値をヘキサデカン接触角とする。
【００５４】
　純水接触角が上記好ましい範囲内であり、且つヘキサデカン接触角が上記好ましい範囲
内であると、マジックインキ、指紋、汗、化粧品（ファンデーション、ＵＶプロテクター
など）等の水性汚れ及び／又は油性汚れが付着した場合でも、それらの汚れがバルクの下
層に浸透することが防止され、防曇性に加え、防汚性にも優れる。
【００５５】
＜＜動摩擦係数＞＞
　前記機能層の動摩擦係数としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することが
できるが、０．４０以下が好ましく、０．３７以下がより好ましく、０．３０以下が特に
好ましい。前記動摩擦係数が、０．４０以下であることで、払拭材料のすべり性がよく汚
れが付着しても拭き取りやすい。また、力を逃がす効果が生じ、前記機能層が傷つきにく
い。
　前記機能層の動摩擦係数の下限値としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができるが、前記機能層の動摩擦係数は、例えば、０．１０以上が好ましい。
【００５６】
　動摩擦係数は、以下の方法により求められる。
　動摩擦係数は、Ｔｒｉｂｏｓｔｅｒ　ＴＳ５０１（商品名；協和界面科学株式会社製）
を用いて測定する。面接触子にＢＥＭＣＯＴ（登録商標）　Ｍ－３ＩＩ（商品名；旭化成
株式会社製）を両面テープで貼り付け、測定荷重５０ｇ／ｃｍ２、測定速度１．７ｍｍ／
ｓ、測定距離２０ｍｍとし、任意の１２箇所で測定し、その平均値を動摩擦係数とする。
【００５７】
＜＜平均厚み＞＞
　高温高湿度（たとえば３５℃８５％ＲＨ）の雰囲気で一定時間以上（たとえば１０分以
上）曇りを抑えるには、機能層の厚みを一定以上にすることが有効である。
　その観点から、前記機能層の平均厚みは、１０μｍ以上が好ましく、２０μｍ以上がよ
り好ましく、３０μｍ以上が特に好ましい。
　前記機能層の平均厚みが厚いと、その分、端部の凸部の高さも高くなるため、前記平均
厚みは、４５μｍ未満が好ましく、４０μｍ以下がより好ましい。
【００５８】
　平均厚みは、以下の方法により求められる。
　機能層の厚みは、積層体の断面を、電界放出形走査電子顕微鏡Ｓ－４７００（商品名；
株式会社日立ハイテクノロジーズ製）で観察することで測定できる。任意の１０箇所で測
定し、その平均値を、平均厚みとする。なお、この場合、前記積層体の端部を除いた箇所
で測定する。
【００５９】
＜＜活性エネルギー線硬化性樹脂組成物＞＞
　前記機能層は、例えば、活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の硬化物である。
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　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物は、撥水性分子構造を有する撥水性モノマー、
界面活性剤を好ましくは含有し、更に必要に応じて、その他のモノマー、重合開始剤、溶
剤などを含有する。
【００６０】
＜＜＜撥水性モノマー＞＞＞
　前記撥水性モノマーは、撥水性分子構造を有する。本発明における撥水性分子構造とし
ては、フッ素又はケイ素を有する構造が挙げられ、例えば、フルオロアルキル構造、パー
フルオロポリエーテル構造、ジメチルシロキサン構造などが挙げられる。
【００６１】
　前記撥水性モノマーとしては、パーフルオロポリエーテル基を含有する（メタ）アクリ
レートが好ましく、パーフルオロポリエーテル基として、－（Ｏ－ＣＦ２ＣＦ２）－、－
（Ｏ－ＣＦ２ＣＦ２ＣＦ２）－、又は－（Ｏ－ＣＦ２Ｃ（ＣＦ３）Ｆ）－の繰り返し構造
を含む化合物が好ましい。市販品としてはたとえばダイキン工業株式会社製ＤＡＣ－ＨＰ
、ソルベイスペシャルティポリマーズ社製フルオロリンクＡＤ１７００、ソルベイスペシ
ャルティポリマーズ社製フルオロリンクＭＤ７００、サートマー社製ＣＮ４０００、信越
化学工業株式会社製ＫＹ－１２０３などが挙げられる。
【００６２】
　前記撥水性モノマーが、パーフルオロポリエーテル基（パーフルオロポリエーテル構造
）を有すると、前記機能層の表面エネルギーを低くできるだけでなく分子鎖が柔軟で動き
やすいため汚れが拭き取りやすい。また前記機能層の動摩擦係数を低くできて耐傷性が高
まる。その点で、前記撥水性モノマーは、パーフルオロポリエーテル基（パーフルオロポ
リエーテル構造）を有することが好ましい。
【００６３】
　また、前記撥水性モノマーは、例えば、（メタ）アクリレートである。即ち、前記撥水
性モノマーは、例えば、撥水性分子構造を有する（メタ）アクリレートである。
【００６４】
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物における前記撥水性モノマーの含有量としては
、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、前記活性エネルギー線硬
化性樹脂組成物中のモノマー全量に対して、０．００１質量％～１０質量％が好ましく、
０．００１質量％～５．０質量％がより好ましく、０．０１質量％～５．０質量％が特に
好ましい。
【００６５】
＜＜＜界面活性剤＞＞＞
　前記界面活性剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例
えば、その詳細、及び好ましい態様は、前記プライマー層の説明における前記活性エネル
ギー線硬化性樹脂組成物の成分としての前記界面活性剤の詳細、及び好ましい態様と同じ
である。
【００６６】
　前記プライマー層を形成するための前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物が前記界面
活性剤を含有するとともに、前記機能層を形成するための前記活性エネルギー線硬化性樹
脂組成物が前記界面活性剤を含有することで、前記プライマー層上に形成される前記機能
層の端部の凸部の高さ、凸部の幅、及び端辺と頂辺部との間の長さを更に小さくすること
ができる。
【００６７】
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物における前記界面活性剤の含有量としては、特
に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、前記活性エネルギー線硬化性
樹脂組成物の不揮発分に対して、０．０００１質量％～５．０質量％が好ましく、０．０
００１質量％～３．０質量％がより好ましく、０．００５質量％～１．０質量％が特に好
ましい。
【００６８】
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＜＜＜その他のモノマー＞＞＞
　前記その他のモノマーとしては、例えば、親水性モノマー、架橋剤などが挙げられる。
【００６９】
－親水性モノマー－
　前記親水性モノマーは、例えば、アルキレンオキシド当量が１００未満でありかつアク
リル当量が２００～５００である。
【００７０】
　ここで、アルキレンオキシド当量とは、アルキレンオキシド基１ｍｏｌあたりのモノマ
ー質量であり、モノマーの分子量を、当該モノマー１分子当りのアルキレンオキシドの数
で除して得られる。
　アクリル当量とは、（メタ）アクリル基１ｍｏｌあたりのモノマー質量であり、モノマ
ーの分子量を、当該モノマー１分子当りの（メタ）アクリル基〔（メタ）アクリロイル基
ともいう〕の数で除して得られる。
【００７１】
　前記アルキレンオキシドにおけるアルキレン基の炭素数としては、１～１２が好ましく
、１～４がより好ましい。
　前記アルキレンオキシドとしては、例えば、メチレンオキシド（炭素数１）、１，２－
エチレンオキシド（炭素数２）、１，３－プロピレンオキシド（炭素数３）、１，２－プ
ロピレンオキシド（炭素数３）、１，４－ブチレンオキシド（炭素数４）などが挙げられ
る。
【００７２】
　前記親水性モノマーにおける前記アルキレンオキシド当量の下限値としては、特に制限
はなく、目的に応じて適宜選択することができ、前記アルキレンオキシド当量としては、
例えば、３０以上、４０以上などが挙げられる。
【００７３】
　前記親水性モノマーは、（メタ）アクリロイル基を有する。前記親水性モノマーにおけ
る前記（メタ）アクリロイル基の数としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択す
ることができるが、２～６が好ましく、２～４がより好ましい。
　前記（メタ）アクリロイル基は、アクリロイル基又はメタクリロイル基を意味する。
【００７４】
　前記親水性モノマーとしては、例えば、アルキレンオキシド当量が１００未満でありか
つアクリル当量が２００～５００であるかぎり、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択
することができ、例えば、アルコキシ化トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレー
ト、アルコキシ化グリセリントリ（メタ）アクリレート、アルコキシ化ペンタエリスリト
ールテトラ（メタ）アクリレート、及びポリアルキレングリコールジ（メタ）アクリレー
トなどが挙げられる。前記アルコキシ化トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレー
トとしては、例えば、エトキシ化トリメチロールプロパントリ（メタ）アクリレートなど
が挙げられる。
【００７５】
　前記親水性モノマーの分子量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択するこ
とができるが、３００～２，５００が好ましく、４００～２，０００がより好ましく、６
００～１，５００が特に好ましい。
【００７６】
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物における前記親水性モノマーの含有量としては
、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、前記活性エネルギー線硬
化性樹脂組成物の不揮発分に対して、５５質量％～９０質量％が好ましく、６０質量％～
７５質量％がより好ましい。前記含有量が、好ましい範囲内であると、前記機能層は、よ
り曇りにくくなり、より傷つきにくくなり、より薬品におかされにくくなる。
【００７７】
－架橋剤－
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　前記架橋剤は、前記親水性モノマーとは異なり、例えば、アルキレンオキシド当量が１
００以上である。更に、前記架橋剤は、例えば、アクリル当量が４００未満である。
　本発明においては、アルキレンオキシドを有していない架橋剤も、前記架橋剤に含まれ
る。
　前記架橋剤は、例えば、非脂環式である。即ち、前記架橋剤は、脂環式構造を有さない
。脂環式構造とは、３つ以上の炭素からなる環構造である。
【００７８】
　前記アルキレンオキシドとしては、エチレンオキシド、１，２－プロピレンオキシドな
どが挙げられる。
【００７９】
　前記架橋剤における前記アクリル当量の下限値としては、特に制限はなく、目的に応じ
て適宜選択することができ、前記アクリル当量としては、例えば、１００以上などが挙げ
られる。
【００８０】
　前記架橋剤は、（メタ）アクリロイル基を有する。前記架橋剤における前記（メタ）ア
クリロイル基の数としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが
、２～６が好ましい。
【００８１】
　前記架橋剤としては、アルキレンオキシド当量が１００以上でありかつアクリル当量が
４００未満であるかぎり、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例え
ば、ペンタエリスリトールアルコキシテトラ（メタ）アクリレート、脂肪族ウレタン（ウ
レタン）アクリレート、エトキシ化ビスフェノールＡジアクリレートなどが挙げられる。
【００８２】
　前記架橋剤の分子量としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ
るが、３００～２，５００が好ましく、４００～２，０００がより好ましく、５００～１
，９００が特に好ましい。
【００８３】
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物における前記架橋剤の含有量としては、特に制
限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、前記活性エネルギー線硬化性樹脂
組成物の不揮発分に対して、５質量％～４０質量％が好ましく、２０質量％～３５質量％
がより好ましく、２０質量％～３０質量％が特に好ましい。前記含有量が、５質量％未満
であると、耐傷性、耐薬品性が低下することがある。前記含有量が、４０質量％を超える
と、防曇性が低下することがある。
【００８４】
　ここで、前記親水性モノマー及び前記架橋剤の一例と、それらのアルキレンオキシド当
量、及びアクリル当量を以下に挙げる。
【００８５】
【表１】
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【００８６】
　表１中「ＡＯ」はアルキレンオキシドを表す。
　表１に記載のモノマーの詳細は以下の通りである。
〔親水性モノマー〕
　・ＳＲ９０３５：サートマー社製、エトキシ化（１５）トリメチロールプロパントリア
クリレート
　なお、（１５）は、１モルあたりに含まれるエチレンオキサイド基の平均数が１５であ
ることを表す。
　・ＡＴＭ－３５Ｅ：新中村化学工業株式会社製、エトキシ化ペンタエリスリトールテト
ラアクリレート
　・Ａ－ＧＬＹ－２０Ｅ：新中村化学工業株式会社製、エトキシ化グリセリントリアクリ
レート
　・Ａ－６００：新中村化学工業株式会社製、ポリエチレングリコールジアクリレート
　・Ａ－ＧＬＹ－９Ｅ：新中村化学工業株式会社製、エトキシ化グリセリントリアクリレ
ート
　・Ａ－４００：新中村化学工業株式会社製、ポリエチレングリコールジアクリレート
〔架橋剤〕
　・ＥＢＥＣＲＹＬ４０：ダイセルオルネクス株式会社製、ペンタエリスリトールアルコ
キシテトラアクリレート
　・ＰＵ６１０：Ｍｉｗｏｎ社製、脂肪族ウレタンアクリレート（アクリル基数６、分子
量：１８００）
　・ＡＢＥ－３００：新中村化学工業株式会社製、エトキシ化ビスフェノールAジアクリ
レート
【００８７】
＜＜＜光重合開始剤＞＞＞
　前記光重合開始剤としては、例えば、光ラジカル重合開始剤、光酸発生剤、ビスアジド
化合物、ヘキサメトキシメチルメラミン、テトラメトキシグリコユリルなどが挙げられる
。
　前記光ラジカル重合開始剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択すること
ができ、例えば、以下の化合物が挙げられる。
　・１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン
　・２－ヒロドキシ－１－｛４－［４－（２－ヒドロキシ－２－メチル－プロピオニル）
－ベンジル］フェニル｝－２－メチル－プロパン－１－オン
　・２，２－ジメトキシ－１，２－ジフェニルエタン－１－オン
　・２－ヒドロキシ－２－メチル－１－フェニル－プロパン－１－オン
　・１－［４－（２－ヒドロキシエトキシ）－フェニル］－２－ヒドロキシ－２－メチル
－１－プロパン－１－オン
　・オキシフェニル酢酸、２－［２－オキソ－２－フェニルアセトキシエトキシ］エチル
エステルと、オキシフェニル酢酸、２－（２－ヒドロキシエトキシ）エチルエステルの混
合物
　・２，４，６－トリメチルベンゾイル－ジフェニル－フォスフィンオキサイド
【００８８】
　前記光重合開始剤は、外観における黄変を防止する点から、構成元素に窒素原子を含ま
ないことが好ましい。
　他方、前記光重合開始剤は、外観における黄変を防止する点から、Ｃ、Ｈ、及びＯのみ
を構成元素とするか、又はＣ、Ｈ、Ｐ、及びＯのみを構成元素とすることが好ましい。
【００８９】
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物における前記光重合開始剤の含有量としては、
特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができるが、前記活性エネルギー線硬化
性樹脂組成物の不揮発分に対して、０．１質量％～１０質量％が好ましく、０．１質量％
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～５質量％がより好ましく、１質量％～５質量％が特に好ましい。
【００９０】
＜＜＜溶剤＞＞＞
　前記溶剤としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、
有機溶剤が挙げられる。
　前記有機溶剤としては、例えば、芳香族系溶媒、アルコール系溶媒、エステル系溶媒、
ケトン系溶媒、グリコールエーテル系溶媒、グリコールエーテルエステル系溶媒、塩素系
溶媒、エーテル系溶媒、Ｎ－メチルピロリドン、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホ
キシド、ジメチルアセトアミドなどが挙げられる。
【００９１】
　前記溶剤としては、より良好な外観の機能層を得る観点から、沸点が８０℃以上の溶剤
が好ましい。
　沸点が８０℃以上の溶剤としては、例えば、１－プロパノール、２－プロパノール、１
－ブタノール、２－ブタノール、２－メチル－２－プロパノール、１，３－ブタンジオー
ル、１，４－ブタンジオール、２－エチル－１－ヘキサノール、酢酸ノルマルプロピル、
酢酸イソプロピル、酢酸ブチル、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン、ジイソブ
チルケトン、ジアセトンアルコール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、メチル
セロソルブ、エチルセロソルブ、ブチルセロソルブ、１，４－ジオキサン、メチルカルビ
トール、エチルカルビトール、ブチルカルビトール、エチルカルビトールアセテート、ブ
チルカルビトールアセテートなどが挙げられる。
【００９２】
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物における前記溶剤の含有量としては、特に制限
はなく、目的に応じて適宜選択することができる。
【００９３】
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物は、活性エネルギー線が照射されることにより
硬化する。前記活性エネルギー線としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択する
ことができ、例えば、電子線、紫外線、赤外線、レーザー光線、可視光線、電離放射線（
Ｘ線、α線、β線、γ線等）、マイクロ波、高周波などが挙げられる。
【００９４】
　ここで、前記積層体の一例を説明する。
　図２は、本発明の積層体の一例の概略断面図である。
　図２の積層体は、基材１１と、プライマー層１２と、機能層１３とを有する。
【００９５】
（活性エネルギー線硬化性樹脂組成物）
　本発明の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物は、界面活性剤を含有し、更に必要に応じ
て、ウレタン（メタ）アクリレート、光重合開始剤、溶剤などのその他の成分を含有する
。
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物は、本発明の前記積層体の前記プライマー層の
形成に使用される。
【００９６】
　前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の成分の詳細、及び好ましい態様は、前記積層
体の前記プライマー層の説明における前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の成分の詳
細、及び好ましい態様と同じである。
【００９７】
（積層体の製造方法）
　本発明の積層体の製造方法は、プライマー層形成工程を少なくとも含み、好ましくは、
機能層形成工程を含み、更に必要に応じて、その他の工程を含む。
【００９８】
　前記積層体の製造方法は、本発明の前記積層体の好適な製造方法である。
【００９９】
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＜プライマー層形成工程＞
　前記プライマー層形成工程としては、前記基材上に、プライマー層形成用活性エネルギ
ー線硬化性樹脂組成物を塗布し、硬化して前記プライマー層を形成する工程などが挙げら
れる。
　前記プライマー層形成用活性エネルギー硬化性樹脂組成物の成分の詳細、及び好ましい
態様は、前記積層体の前記プライマー層の説明における前記活性エネルギー線硬化性樹脂
組成物の成分の詳細、及び好ましい態様と同じである。
【０１００】
＜機能層形成工程＞
　前記機能層形成工程としては、例えば、前記プライマー層上の、機能層形成用活性エネ
ルギー線硬化性樹脂組成物から形成される未硬化層に対して、酸素濃度１体積％未満の雰
囲気下で紫外線照射を行い、前記機能層を形成する工程などが挙げられる。
　前記機能層形成用活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の成分の詳細、及び好ましい態様
は、前記積層体の前記機能層の説明における前記活性エネルギー線硬化性樹脂組成物の成
分の詳細、及び好ましい態様と同じである。
【０１０１】
　前記機能層を形成する際に、酸素濃度１体積％未満の雰囲気下で紫外線照射を行うこと
で、硬化性が優れる結果、低い動摩擦係数、及び高い接触角の機能層が得られる。
　前記酸素濃度１体積％未満の雰囲気としては、例えば、窒素雰囲気などの不活性ガス雰
囲気が挙げられる。
【０１０２】
（物品）
　本発明の物品は、本発明の前記積層体を表面に有し、更に必要に応じて、その他の部材
を有する。
　前記物品としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、
ガラス窓、冷蔵・冷凍ショーケース、自動車のウインドウ等の窓材、浴室内の鏡、自動車
サイドミラー等の鏡、浴室の床及び壁、太陽電池パネル、防犯監視カメラなどが挙げられ
る。好適には鏡であり、更には浴室用、洗面台用の鏡が特に好ましい。
【０１０３】
　ここで、本発明の物品である鏡の一例を、図３を用いて説明する。
　図３の物品は、基材１１と、プライマー層１２と、機能層１３とをこの順で有する。更
に基材１１のプライマー層１２側と反対側に、金属層１４と、裏面保護層１５とをこの順
で有する。
　基材１１は、例えば、フロート法などで作製されたソーダ石灰ケイ酸塩ガラスであり、
その裏面に、銀鏡反応、キャタライザーアクセレータ法、センシタイザーアクチベーター
法、真空蒸着法等で金属層１４が形成される。基材１１と金属層１４との組合せは、これ
に限定されず、例えば、真空蒸着法やゾルゲル法等で誘電体の多層膜が形成されたガラス
製鏡、ポリカーボネートやポリエチレンテレフタレート等のプラスチック製鏡、ステンレ
スや青銅等による金属鏡であってもよい。
　裏面保護層１５は、金属層１４に隣接し、金属層１４の腐食や変質を防ぐ目的で設けら
れる。裏面保護層１５は、１層であってもよいし、多層であってもよい。裏面保護層１５
の材料としては、特に制限はなく、目的に応じて適宜選択することができ、例えば、金属
（例えば、銅等）、樹脂（例えば、エポキシ樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フッ素樹脂
、アクリル樹脂、ウレタン樹脂、メラミン樹脂、シリコーン樹脂等）などが挙げられる。
【０１０４】
　前記物品が鏡の場合、鏡表面からその法線方向に１ｍ離れた位置に目開き１ｃｍの金網
を持って立ち、映った金網の像を目視で評価した際に、前記金網の像にゆがみが生じない
ことが好ましい。
【０１０５】
　前記積層体は、前記物品の表面の一部に形成されていてもよいし、全面に形成されてい
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てもよい。
【実施例】
【０１０６】
　以下、本発明の実施例を説明するが、本発明は、これらの実施例に何ら限定されるもの
ではない。
【０１０７】
＜平均厚み＞
　機能層、及びプライマー層の厚みは、積層体の断面を、電界放出形走査電子顕微鏡Ｓ－
４７００（商品名；株式会社日立ハイテクノロジーズ製）で観察することで測定した。端
部以外の任意の５箇所で測定し、その平均値を、平均厚みとした。
【０１０８】
＜端部における表面の断面プロファイル＞
　ＫＬＡ－Ｔｅｎｃｏｒ社製Ｓｔｙｌｕｓ　Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｐｒｏｆｉｌｏｍｅｔｅｒ
　Ｐ－１５を用い端部における表面の断面プロファイルを以下の測定条件で測定した。
〔測定条件〕
　・Ｘ　ｓｃａｎ　ｓｉｚｅ　＝　１０～１００ｍｍ
　・Ｓｃａｎ　Ｓｐｅｅｄ　＝　２００μｍ／ｓｅｃ
　・Ｓａｍｐｌｉｎｇ　Ｒａｔｅ　＝　２００Ｈｚ
　・Ｍｕｌｔｉ－Ｓｃａｎ　Ａｖｅｒａｇｅ　＝　１
　・Ａｐｐｌｉｅｄ　Ｆｏｒｃｅ　＝　２．００ｍｇ
　・Ｓｔｙｌｕｓ　Ｒａｄｉｕｓ　＝　２．００μｍ
【０１０９】
＜視認性＞
　鏡表面からその法線方向に５０ｃｍ又は１ｍ離れた位置に目開き１ｃｍの金網を持って
立ち、映った金網の像を目視で下記評価基準で評価した。
〔評価基準〕
　◎：　鏡表面からその法線方向に５０ｃｍ離れた位置に目開き１ｃｍの金網を持って立
ち、映った金網の像を目視で評価したところ、鏡の端部で像のゆがみは気にならなかった
。
　○：　鏡表面からその法線方向に５０ｃｍ離れた位置に目開き１ｃｍの金網を持って立
ち、映った金網の像を目視で評価したところ、鏡の端部で像のゆがみは認められたが、１
ｍ離れた位置に目開き１ｃｍの金網を持って立ち、映った金網の像を目視で評価したとこ
ろ、鏡の端部で像のゆがみは気にならなかった。
　×：　鏡表面からその法線方向に１ｍ離れた位置に目開き１ｃｍの金網を持って立ち、
映った金網の像を目視で評価したところ、鏡の端部で像がゆがみ、煩わしかった。
【０１１０】
＜純水接触角＞
　純水接触角は、接触角計であるＰＣＡ－１（協和界面化学株式会社製）を用いて、下記
条件で測定した。蒸留水をプラスチックシリンジに入れて、その先端にステンレス製の針
を取り付けて評価面（機能層表面）に滴下した。
　水の滴下量：２μＬ
　測定温度：２５℃
　水を滴下して５秒経過後の接触角を、機能層表面の任意の１０か所で測定し、その平均
値を純水接触角とした。
【０１１１】
＜ヘキサデカン接触角＞
　ヘキサデカン接触角は、接触角計であるＰＣＡ－１（協和界面化学株式会社製）を用い
て、下記条件で測定した。ヘキサデカンをプラスチックシリンジに入れて、その先端にテ
フロンコートステンレス製の針を取り付けて評価面（機能層表面）に滴下した。
　ヘキサデカンの滴下量：１μＬ



(19) JP 6405015 B1 2018.10.17

10

20

30

40

50

　測定温度：２５℃
　ヘキサデカンを滴下して２０秒経過後の接触角を、機能層表面の任意の１０か所で測定
し、その平均値をヘキサデカン接触角とした。
【０１１２】
＜動摩擦係数＞
　Ｔｒｉｂｏｓｔｅｒ　ＴＳ５０１（商品名；協和界面科学株式会社製）を用いて測定し
た。面接触子にＢＥＭＣＯＴ（登録商標）　Ｍ－３ＩＩ（商品名；旭化成株式会社製）を
両面テープで貼り付け、測定荷重５０ｇ／ｃｍ２、測定速度１．７ｍｍ／ｓ、測定距離２
０ｍｍとし、任意の１２箇所で測定し、その平均値を動摩擦係数とした。
【０１１３】
＜防曇性＞
　試験片を、常温環境下に２時間放置後３５℃８５％ＲＨに暴露した。表面を目視で観察
し下記評価基準で防曇性を評価した。
〔評価基準〕
　◎：　１５分後も曇りや水滴で視認性の悪い面積が３割以下。
　○：　１０分後まで曇りや水滴で視認性の悪い面積が３割以下。
　△：　５分後まで曇りや水滴で視認性の悪い面積が３割以下。
　×：　５分で曇りや水滴で視認性の悪い面積が３割より大きい。
【０１１４】
＜加温後の防曇性>
　容器の約半分に水を入れた。入れた水をヒーターにより加熱して５５℃に保持し、かつ
、容器内の上部空間の大気温度を３５℃に保持した。その容器に、積層体（サンプル）を
、水（お湯）に接しないように設置した（図４Ａ）。そして、積層体（サンプル）の機能
層に約４０℃のお湯をかけた（図４Ｂ）。その後、図４Ａの状態に戻し、１０分後に目視
で曇りの様子を観察した。下記評価基準で評価した。
〔評価基準〕
　◎：　機能層表面に外観変化が全くなかった。
　○：　機能層表面の一部において、白い曇り、水膜形成などの、外観変化が確認された
。
　×：　機能層表面が全体的に、白い曇り、水膜形成など、外観変化した。
【０１１５】
＜防汚性＞
　Ｓｈａｒｐｉｅ　ＰＲＯＦＥＳＳＩＯＮＡＬ（黒の油性マジック、商品名、Ｎｅｗｅｌ
ｌ　Ｒｕｂｂｅｒｍａｉｄ社製）で機能層の表面を汚した。その後、これをティッシュ（
大王製紙株式会社製、エリエール）で１０回、円を描くように払拭後に、目視で表面を観
察し、下記評価基準で評価した。
〔評価基準〕
　○：　よくはじき２～５回の払拭で汚れがなくなっていた。
　△：　弱くはじく。６～１０回の払拭で汚れがなくなっていた。
　×：　はじかず１０回払拭しても汚れが残っていた。
【０１１６】
＜耐傷性＞
　メラミンスポンジ（商品名：劇落ちくん）を水道水で湿らせ機能層の表面に置き、荷重
３００ｇｆ／ｃｍ２にて１０，０００往復摺動（摺動ストローク：３ｃｍ、摺動速度：６
ｃｍ／ｓ）した後、下記評価基準で耐傷性を評価した。
〔評価基準〕
　○：　外観に傷付きや白濁などの変化がなかった。
　×：　外観に傷付きや白濁などの変化があった。
【０１１７】
＜耐薬品性＞
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　アセトンで１０分間湿布した後、下記評価基準で耐薬品性を評価した。
〔評価基準〕
　○：　外観に変化がなかった。
　×：　外観にただれや白濁などの変化があった。
【０１１８】
＜コート密着性＞
　下記の環境にさらしたのちそれぞれについてＪＩＳ　Ｋ５６００－５－６（クロスカッ
ト試験法）に準拠してクロスカット密着試験を行い、下記評価基準でコート密着性を評価
した。
〔暴露条件〕
　１．８０℃のお湯からでる蒸気に５分間さらす。
　２．カビキラー（ジョンソン＆ジョンソン社）に１時間浸漬する。
〔評価基準〕
　○：　いずれの条件ののちも剥がれなかった。
　×：　１つ以上の条件で剥がれてしまった。
【０１１９】
＜鉛筆硬度＞
　ＪＩＳ　Ｋ　５６００－５－４に従って測定した。
【０１２０】
（実施例１）
＜基材＞
　鏡（フロート板ガラスに銀を成膜した鏡、平均厚み５ｍｍ）を基材として用いた。
【０１２１】
＜プライマー層の形成＞
　前記基材に下記プライマー層形成用樹脂組成物を、乾燥及び硬化後平均厚みが２μｍと
なるように、前記鏡上に塗布した。塗布後、８０℃のオーブンで３分間乾燥させた。高圧
水銀ランプを用いて、空気雰囲気下、照射量５００ｍＪ／ｃｍ２で紫外線を照射して、プ
ライマー層を得た。
【０１２２】
－プライマー層形成用樹脂組成物－
　・ＵＴ５１８１（日本合成株式会社製）　６５．０質量部
　・ＥＢＥＣＲＹＬ　４０（ダイセルオルネクス株式会社製）　３５．０質量部
　・ＵＶ３５００（ＢＹＫ社製）　０．０５質量部
　・イルガキュア　１８４Ｄ（ＢＡＳＦ社製）　３．０質量部
　・溶剤　ＰＧＭＥ（プロピレングリコールモノメチルエーテル）　９００質量部
【０１２３】
　材料の詳細は以下のとおりである。
　・ＵＴ５１８１：ウレタンアクリレート
　・イルガキュア　１８４Ｄ：１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン
　・ＥＢＥＣＲＹＬ４０：ペンタエリスリトールアルコキシテトラアクリレート
　・ＵＶ３５００：シリコーン系界面活性剤
【０１２４】
＜機能層の形成＞
　次にプライマー層上に、下記組成の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を乾燥及び硬化
後の平均厚みが３５μｍとなるように塗布した。塗布後、８０℃のオーブンで２分間乾燥
させた。メタルハライドランプを用いて、窒素雰囲気下、照射量５００ｍＪ／ｃｍ２で紫
外線を照射して防曇防汚コート層（機能層）を硬化させ防曇防汚積層体を得た。
【０１２５】
－活性エネルギー線硬化性樹脂組成物〔防曇防汚コート層（機能層）形成用樹脂組成物〕
－
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　・ＳＲ９０３５（サートマー社製）　６７．９質量部
　・ＥＢＥＣＲＹＬ　４０（ダイセルオルネクス株式会社製）　２９．１質量部
　・オプツールＤＡＣ－ＨＰ（ダイキン工業株式会社製）　０．１質量部
　・イルガキュア　１８４Ｄ（ＢＡＳＦ社製）　２．９質量部
　・ＰＧＭＥ（プロピレングリコールモノメチルエーテル）　１００質量部
【０１２６】
　材料の詳細は以下のとおりである。
　・ＳＲ９０３５：エトキシ化（１５）トリメチロールプロパントリアクリレート
　・オプツールＤＡＣ－ＨＰ：ＵＶ硬化型パーフルオロポリエーテル（ＰＦＰＥ）
【０１２７】
　得られた防曇防汚積層体について、上記の評価を行った。結果を表３－１に示した。
【０１２８】
（実施例２）
　下記組成の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を用いて防曇防汚コート層（機能層）を
形成した以外は、実施例１と同様にして、防曇防汚積層体を得た。
【０１２９】
－活性エネルギー線硬化性樹脂組成物〔防曇防汚コート層（機能層）形成用樹脂組成物〕
－
　・ＳＲ９０３５（サートマー社製）　６７．９質量部
　・ＥＢＥＣＲＹＬ　４０（ダイセルオルネクス株式会社製）　２９．１質量部
　・オプツールＤＡＣ－ＨＰ（ダイキン工業株式会社製）　０．１質量部
　・ＵＶ３５００（ＢＹＫ社製）　０．０５質量部
　・イルガキュア　１８４Ｄ（ＢＡＳＦ社製）　２．９質量部
　・ＰＧＭＥ（プロピレングリコールモノメチルエーテル）　１００質量部
【０１３０】
　得られた防曇防汚積層体について、実施例１と同様に評価を行った。結果を表３－１に
示した。
【０１３１】
（比較例１）
　下記組成の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を用いてプライマー層を形成し、かつ防
曇防汚コート層（機能層）の平均厚みを４５μｍに変更した以外は、実施例１と同様にし
て、防曇防汚積層体を得た。
【０１３２】
－活性エネルギー線硬化性樹脂組成物（プライマー層形成用樹脂組成物）－
　・ＵＴ５１８１（日本合成株式会社製）　６５．０質量部
　・ＥＢＥＣＲＹＬ　４０（ダイセルオルネクス株式会社製）　３５．０質量部
　・イルガキュア　１８４Ｄ（ＢＡＳＦ社製）　３．０質量部
　・溶剤　ＰＧＭＥ（プロピレングリコールモノメチルエーテル）　９００質量部
【０１３３】
　得られた防曇防汚積層体について、実施例１と同様に評価を行った。結果を表３－１に
示した。
【０１３４】
（比較例２）
　防曇防汚コート層の平均厚みを４５μｍとした以外は、実施例１と同様にして、防曇防
汚積層体を得た。
【０１３５】
　得られた防曇防汚積層体について、実施例１と同様に評価を行った。結果を表３－１に
示した。
【０１３６】
（比較例３）
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　市販の洗面化粧台用防曇鏡を評価した。結果を表３－１に示した。
【０１３７】
（実施例３）
　下記組成の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を用いてプライマー層を形成した以外は
、実施例１と同様にして、防曇防汚積層体を得た。
【０１３８】
－活性エネルギー線硬化性樹脂組成物（プライマー層形成用樹脂組成物）－
　・ＵＴ５１８１（日本合成株式会社製）　６５．０質量部
　・ＥＢＥＣＲＹＬ　４０（ダイセルオルネクス株式会社製）　３５．０質量部
　・ＵＶ３５００（ＢＹＫ社製）　０．０１質量部
　・イルガキュア　１８４Ｄ（ＢＡＳＦ社製）　３．０質量部
　・溶剤　ＰＧＭＥ（プロピレングリコールモノメチルエーテル）　９００質量部
【０１３９】
　得られた防曇防汚積層体について、実施例１と同様に評価を行った。結果を表３－１に
示した。
【０１４０】
（実施例４）
　下記組成の活性エネルギー線硬化性樹脂組成物を用いてプライマー層を形成した以外は
、実施例１と同様にして、防曇防汚積層体を得た。
【０１４１】
－活性エネルギー線硬化性樹脂組成物（プライマー層形成用樹脂組成物）－
　・ＵＴ５１８１（日本合成株式会社製）　６５．０質量部
　・ＥＢＥＣＲＹＬ　４０（ダイセルオルネクス株式会社製）　３５．０質量部
　・ＵＶ３５００（ＢＹＫ社製）　１．０質量部
　・イルガキュア　１８４Ｄ（ＢＡＳＦ社製）　３．０質量部
　・溶剤　ＰＧＭＥ（プロピレングリコールモノメチルエーテル）　９００質量部
【０１４２】
　得られた防曇防汚積層体について、実施例１と同様に評価を行った。結果を表３－１に
示した。
【０１４３】
（実施例５～９）
　実施例１において、プライマー層形成用樹脂組成物、及び機能層形成用樹脂組成物、並
びにプライマー層の平均厚み、及び機能層の平均厚みを、表２－２に記載のプライマー層
形成用樹脂組成物、及び機能層形成用樹脂組成物、並びにプライマー層の平均厚み、及び
機能層の平均厚みとした以外は、実施例１と同様にして、防曇防汚積層体を得た。
　得られた防曇防汚積層体について、実施例１と同様に評価を行った。結果を表３－２に
示した。
【０１４４】
　実施例１～４、及び比較例１～３におけるプライマー層形成用樹脂組成物、及び機能層
形成用樹脂組成物、並びにプライマー層の平均厚み、及び機能層の平均厚みを表２－１に
まとめた。
【０１４５】
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【表２－１】

【０１４６】
【表２－２】

【０１４７】
　表２－１、及び表２－２において配合量の単位は、質量部である・
　表２－１、及び表２－２中の未説明の材料の詳細は、以下のとおりである。
　・ＫＰ３２３：信越化学工業株式会社製、シリコーン系界面活性剤
　・ＵＶ３５１０：ＢＹＫ社製、シリコーン系界面活性剤
　・ＫＹ－１２０３：信越化学工業株式会社製、撥水性モノマー
【０１４８】
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【表３－１】

【０１４９】
【表３－２】

【０１５０】
　実施例１～９では、比較例と比べて鏡の端部において像のゆがみが小さかった。実施例
のなかでも実施例２は、凸部の高さ（ｈ）が５．５μｍ以下、凸部の幅（ｗ）が６．０ｍ
ｍ以下、端辺と頂辺との間の長さ（ｌ）が３．０ｍｍ以下であったことから、鏡の端部に
おける像のゆがみは特に気にならなかった。
　一方で、比較例１～３では、端部において像のゆがみが気になった。
 
【産業上の利用可能性】
【０１５１】
　本発明の積層体は、ガラス窓、冷蔵・冷凍ショーケース、自動車のウインドウ等の窓材
、浴室や洗面など水廻りの鏡、自動車サイドミラー等の鏡、浴室の床及び壁、太陽電池パ
ネル表面、防犯監視カメラなどに用いることができ、更には浴室用、洗面台用の鏡に好適
に用いることができる。
【符号の説明】
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【０１５２】
　１１　　基材
　１２　　プライマー層
　１３　　機能層
　１４　　金属層
　１５　　裏面保護層

 
【要約】
【課題】　防曇性及び防汚性の少なくともいずれかを有し、プライマー層が設けられた積
層体において、端部の視認性にも優れる積層体などの提供。
【解決手段】　基材と、前記基材上にプライマー層と、前記プライマー層上に防曇性及び
防汚性の少なくともいずれかの機能を有する機能層とを有する積層体であって、
　前記積層体の端部の前記機能層側の表面が、前記端部の端辺に沿った頂辺部を有する凸
部を有し、
　前記端辺の方向、及び前記表面の面方向に直交する断面において、前記凸部の高さが１
０μｍ以下であり、前記凸部の幅が１５ｍｍ以下であり、かつ前記端辺と前記頂辺部との
間の長さが５．０ｍｍ以下である積層体である。
【選択図】図１

【図１】

【図２】

【図３】

【図４Ａ】
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